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令和３年度がはじまりました！ 
４月よりお世話になることになりました、校長の山中 茂生（やまなか しげお）です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、この春、本校に入学、進級されたみなさんにお祝いの言葉をおくります。 

「入学、進級おめでとうございます」 
    

◇着任式・始業式       
４月６日（火）１限目、着任式と始業式を行いました。残念

ながら、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

ZOOM を使ったオンラインでの式となりました。 

着任式では、着任した職員の紹介、職員からの自己紹介をし

ました。今年度は、私を含め、１０名の新しい教職員が着任し

ました。どうぞよろしくお願いします。 

始業式では 1 年間のめあてとして、次のことを私（校長）

から話しました。それは、「ABCD の法則」です。 

A：当たり前のことを  

《あいさつや掃除、履き物をそろえるなど、人として 

当たり前の行動です》 

 B：ばかにせず  

《めんどうに思ったり、いい加減にしたりせず》 

 C：ちゃんと 

《相手の目を見てあいさつをする、心を込めて   

掃除をするなど》 

 D：できる 

この A～D を意識して行動すると、羽津北小学校の子どもたちは、今よりもさらに 

E：いい子 になります。そして、羽津北小学校の子どもたち全員がいい子になって、私

たちがめざしている「当たり前のことが当たり前にできるすてきな学校」にしていきまし

ょう。と話を締めくくりました。 

 

◇入学式 
着任式・始業式に引き続き、入学式を行いました。今年度は９２名の１年生が元気よく

入学してきました。 

当日は、少し緊張気味ではありましたが、笑顔いっぱいの子どもたちの姿がありました。

入学式後の学級写真の撮影に校長の私も入らせていただきましたが、どの学級の子どもた

ちもカメラマンの方がお話することをしっかりと聞き、上手に撮影してもらうことができ

ました。早速、入学式で私がお話した「話をしっかり聞きましょう」の約束が守れていま

した！写真が出来上がってくるのが楽しみですね。 



４月から出欠の記録の仕方が変わります。 

 令和３年２月１９日「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のための

ガイドライン」（文部科学省通知）を受けて、以下のことが変更となりました。 

○臨時休業の実施の考え方（四日市市は令和３年１月から対応を変更済み） 

 ・感染可能期間に登校していた場合、教育委員会において、保健所と協議の上、臨時休

業の要否を判断する。臨時休業の期間は、保健所と協議の上、決定する。 

 変更により想定される感染判明後の流れ 

０日目 １日目 ２日目 
校内における陽性者判明日 臨時休業 学校再開／臨時休業 
濃厚接触者の特定 
（学校から提供された資料等を

もとに保健所が特定） 

濃厚接触者等への校内等での検査実

施 ⇒結果判明 
⇒学校再開可否について判断 

通常登校／休業継続 

○感染症が発生した場合や、児童の出席等に関する対応（４，５の扱いが変わりました。） 
 該当する内容 出席簿上の扱い 指導要録上の記載 
１ 感染判明または濃厚接触者に特定された場合 

出席停止 
出停○日 
（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関係

○日） 
２ 発熱等の風邪症状がみられる場合 
３ 同居の家族が検査対象者となった場合 

４ 本人に症状はないが、家族等に風邪症状がある

ため経過観察として欠席をする場合 
欠席（事故欠） 

 
事故欠 

（家事都合○日） ５ 本人を含む同居家族等に風邪症状はないが、感

染が不安で欠席する場合 
 

三重県ＰＴＡこども総合保障制度について 
 今年度、三重県ＰＴＡ連合会は、発足７０周年を迎えます。そのＰＴＡの活動の一つと

して、４月当初に「三重県ＰＴＡこども総合保障制度」加入のご案内を、各学校を通して

配付させていただいています。始業式の日にお子様にその案内（水色封筒）をお渡ししま

したので、内容をご確認ください。この保険の特徴として、新型コロナウイルス感染症と

自転車損害賠償責任保険に対応していることが挙げられています。 

新型コロナウイルス感染症については、補償内容の⑥⑧⑨により補償されますので、ご

確認ください。 

 また、自転車損害賠償責任保険についてですが、三重県内においては自転車関連事故が

年々減少している一方で、他都道府県において、自転車側に責任のある高額賠償事故が発

生しており（例：小学５年生児童の自転車衝突で、親に約９，５２０万円の賠償命令）、こ

のような万が一の事故に備え、被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を目的として、

既存の「交通安全の保持に関する条例」に「自転車賠償責任保険等への加入」等を盛り込

み、「三重県交通安全条例」に全面改正する議案が、県議会で議論され、この３月２３日に

可決、令和３年１０月１日から自転車損害賠償責任保険等への加入

にかかる条文が施行されることになりました。自転車損害賠償責任

保険は、既存のカードや自動車の保険等に含まれている場合もあり

ますので、その内容と補償額などをご確認いただき、万が一の時には

不安だなと思われる方は、今回ご案内した「三重県ＰＴＡこども総合

保障制度」への加入を、ご検討ください。 


